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会
）

法
の
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用
に
関
す
る
通
則
法
案
（
閣
法
第
四
三
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
国
際
的
な
取
引
等
の
増
加
や
多
様
化
な
ど
の
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
及
び
近
時
に
お
け
る
諸
外
国
の
国
際
私

法
に
関
す
る
法
整
備
の
動
向
に
か
ん
が
み
、
法
例
の
全
部
を
改
正
し
、
法
律
行
為
、
不
法
行
為
、
債
権
譲
渡
等
に
関
す
る
準
拠

法
の
指
定
等
の
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
国
民
に
理
解
し
や
す
い
法
律
と
す
る
た
め
そ
の
表
記
を
現
代
用
語
化
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
法
律
行
為
の
準
拠
法

１

法
律
行
為
の
成
立
及
び
効
力
は
、
当
事
者
が
当
該
法
律
行
為
の
当
時
に
選
択
し
た
地
の
法
に
よ
る
。

２

１
に
よ
る
選
択
が
な
い
と
き
は
、
法
律
行
為
の
成
立
及
び
効
力
は
、
当
該
法
律
行
為
に
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の

法
に
よ
る
。

３

法
律
行
為
に
お
い
て
特
徴
的
な
給
付
を
当
事
者
の
一
方
の
み
が
行
う
も
の
で
あ
る
と
き
は
そ
の
給
付
を
行
う
当
事
者
の

常
居
所
地
法
を
、
不
動
産
を
目
的
物
と
す
る
法
律
行
為
で
あ
る
と
き
は
そ
の
不
動
産
の
所
在
地
法
を
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
法

律
行
為
に
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
と
推
定
す
る
。
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二
、
消
費
者
保
護
の
た
め
の
消
費
者
契
約
の
特
例

１

消
費
者
契
約
の
成
立
及
び
効
力
に
つ
い
て
、
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
選
択
が
あ
る
場
合
で
も
、
消
費
者
が
そ
の
常
居
所

地
法
中
の
特
定
の
強
行
規
定
を
適
用
す
べ
き
旨
の
意
思
を
事
業
者
に
対
し
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
強
行
規
定
を
も
適
用

す
る
。

２

消
費
者
契
約
の
成
立
及
び
効
力
に
つ
い
て
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
選
択
が
な
い
と
き
は
、
消
費
者
の
常
居
所
地
法
に
よ

る
。

３

１
及
び
２
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
が
、
消
費
者
の
常
居
所
地
と
法
を
異
に
す
る
地
に
あ
る
事
業
者
の
事
業
所
等
に
赴
い

て
消
費
者
契
約
を
締
結
し
た
と
き
等
の
場
合
は
適
用
し
な
い
。

三
、
労
働
者
保
護
の
た
め
の
労
働
契
約
の
特
例

１

労
働
契
約
の
成
立
及
び
効
力
に
つ
い
て
、
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
選
択
が
あ
る
場
合
で
も
、
労
働
者
が
労
働
契
約
の
最

密
接
関
係
地
法
中
の
特
定
の
強
行
規
定
を
適
用
す
べ
き
旨
の
意
思
を
使
用
者
に
対
し
表
示
し
た
と
き
は
、
そ
の
強
行
規
定

を
も
適
用
す
る
。

２

労
働
契
約
の
成
立
及
び
効
力
に
つ
い
て
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
選
択
が
な
い
場
合
は
、
労
務
を
提
供
す
べ
き
地
の
法
を
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労
働
契
約
の
最
密
接
関
係
地
法
と
推
定
す
る
。

四
、
不
法
行
為
の
準
拠
法

１

不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
の
成
立
及
び
効
力
は
、
加
害
行
為
の
結
果
が
発
生
し
た
地
の
法
に
よ
る
が
、
そ
の
地

に
お
け
る
結
果
の
発
生
が
通
常
予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
き
は
、
加
害
行
為
が
行
わ
れ
た
地
の
法
に

よ
る
。

２

生
産
物
責
任
に
関
す
る
債
権
の
成
立
及
び
効
力
は
、
被
害
者
が
生
産
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
地
の
法
に
よ
る
が
、
そ
の

地
に
お
け
る
生
産
物
の
引
渡
し
が
通
常
予
見
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
き
は
、
生
産
業
者
等
の
主
た
る
事

業
所
の
所
在
地
法
に
よ
る
。

３

他
人
の
名
誉
・
信
用
を
毀
損
す
る
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
の
成
立
及
び
効
力
は
、
被
害
者
の
常
居
所
地
法
に

き

よ
る
。

４

１
か
ら
３
に
よ
る
準
拠
法
よ
り
明
ら
か
に
密
接
な
関
係
を
有
す
る
他
の
地
の
法
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
法
に
よ
る
。

五
、
債
権
譲
渡
の
債
務
者
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
の
準
拠
法

債
権
の
譲
渡
の
債
務
者
そ
の
他
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力
は
、
譲
渡
に
係
る
債
権
に
つ
い
て
適
用
す
べ
き
法
に
よ
る
。
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六
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


